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東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
五
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
定
例
的
に
取
り
扱
う
事
案

に
係
る
起
案
で
あ
っ
て
、
文
書
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
と
異
な
る
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
起
案
を
行
う
こ
と
が
合
理
的
と
認
め

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
局
長
の
承
認
を
得
て
、
当
該
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
起
案
は
、
同
項
に

規
定
す
る
特
例
起
案
帳
票
を
用
い
た
起
案
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
四
十
九
号

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴

聞
を
実
施
す
る
。

な
お
、
法
第
十
四
条
の
三
第
五
項
に
基
づ
き
、
聴
聞
は
公
開
と
し
、

次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

期
日

令
和
六
年
三
月
一
日

午
後
二
時
か
ら

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
十

三
階

区
市
町
村
長
室

三

被
聴
聞
者

㈠

氏
名

鷲
田

昌
範

㈡

事
務
所
の
名
称

鷲
田
昌
範
行
政
書
士
事
務
所

㈢

事
務
所
の
所
在
地

町
田
市
能
ヶ
谷
町
二
丁
目
一
番
三
十
号

一
〇
三

㈣

所
属

東
京
都
行
政
書
士
会

㈤

登
録
番
号

第
一
一
〇
八
一
二
四
四
号

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
士
の
処
分
を
し
た
の

で
、
同
条
第
五
項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設

省
令
第
三
十
八
号
）
第
六
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

氏
名

横
溝

和
久

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
六
八
〇
一
〇
号

二

処
分
を
し
た
年
月
日
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令
和
六
年
一
月
二
十
九
日

三

処
分
の
内
容

戒
告

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

法
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講
習
を
期
限
内
に
受
講
し
な

か
っ
た
こ
と
が
、
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

一

被
処
分
者

氏
名

藤
田

勝
利

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
五
九
六
一
五
号

二

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
六
年
一
月
二
十
九
日

三

処
分
の
内
容

戒
告

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

法
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
講
習
を
期
限
内
に
受
講
し
な

か
っ
た
こ
と
が
、
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
一
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
及
び
長
野
県
茅
野

市
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
一
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

新
荒
川
葛
西
堤
防

二

変
更
の
区
間

足
立
区
梅
田
一
丁
目
二
十
八
番
五
地
先
か
ら
同

所
同
番
二
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

立
川
東
大
和

㈡

変
更
の
区
間

立
川
市
曙
町
三
丁
目
二
百
十
六
番
三
百
九
十

八
地
内
か
ら
同
市
泉
町
五
百
一
番
五
地
内
ま

で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

立
川
所
沢

㈡

変
更
の
区
間

立
川
市
栄
町
三
丁
目
十
番
一
地
内
か
ら
同
所

六
十
番
四
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８２号

風
俗
環
境
浄
化
協
会
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６０年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
３
号
）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
風
俗
環

境
浄
化
協
会
か
ら
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
６
年
２
月
２６日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
風
俗
環
境
浄
化
協
会

公
益
財
団
法
人
東
京
防
犯
協
会
連
合
会

２
変
更
に
係
る
事
項

事
務
所
の
所
在
地

旧
千
代
田
区
霞
が
関
二
丁
目
１
番
１
号
警
視
庁
内

新
中
野
区
弥
生
町
二
丁
目
４
番
１０号

３
変
更
年
月
日

令
和
５
年
３
月
１３日
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